
みどりバス（北町ルート、氷川台ルート）の運賃改定について 

 

１ 改定理由 

   みどりバスは区内における公共交通利用の公平性の観点から、他の公共交通機関

と整合を図った運賃水準とするとともに、統一した共通の運賃体系としている。国

際興業株式会社は令和５年 11 月１日に運賃改定を実施している。また、西武バス

株式会社は令和７年６月１日に運賃改定を予定している。これらを踏まえ、国際興

業株式会社の提案により、みどりバスの運賃改定を実施する。 

 

２ 改定日 令和７年６月１日（日）【予定】 

 

３ 運賃改定案 

 現行 改定後 

大人 220 円（現金・IC同額） 230 円（現金・IC同額） 

子どもおよび割引適用者（※） 110 円（現金・IC同額） 120 円（IC：115 円） 

※⑴65歳以上の方 

⑵身体障害者手帳、愛の手帳、写真付きの精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

⑶身体障害者手帳、愛の手帳に「一級・第一種」の記載がある方の介護人 

⑷写真付き精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の必要と認められる介護人 

⑸「心身障害者 民営バス乗車割引証」に【介】の記載がある方の介護人 

 

４ 道路運送法に基づく意見聴取の結果について（資料３－２参照） 

 

５ 参考（運賃改定の沿革） 

消費税の改定に伴い、平成 26 年と令和元年に運賃改定を実施 

 

改定月 消費税率 
改定前 改定後 

現金運賃（IC 運賃） 現金運賃（IC 運賃） 

平成 26 年４月 ８％ 210 円（210 円） 220 円（216 円） 

令和元年 10 月 10％ 220 円（216 円） 220 円（220 円） 

資料３－１ 

 


